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第１章 職員の任用等の状況 
 １ 任用の状況 
（１）採用者数 
   平成３１年度に新たに採用された職員の状況は、次のとおりです。 
                    （単位：人） 

区     分 採用者数 

全部局 
 

事務職 ８ 
保育士 ３ 
土木技術職 １ 
任期付き職員 ４ 
介護員 ２ 

合     計 １８ 
   ○ 新規再任用職員  ２人 
（２）退職者数 
   平成３０年度に退職した職員の状況は次のとおりです。 
                    （単位：人） 

区     分 退職者数 

全部局 
 

事務職 １１ 
保育士 ２ 
消防職  １ 
介護員  ２ 
保健師 ２ 
任期付き職員 １ 

合     計 １９ 
 
２ 職員数の状況 
（１）部門別職員数 
   部門別の職員数と主な増減事由は、次のとおりです。（各年４月１日現在、単位：人） 

区   分 
職  員  数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

平成３０年 平成３１年 
 
 
 
 
 
一般行政部門 

議会 ４ ４   
総務 ４６ ４５ △１ 異動に伴う減 
税務 １４ １３ △１ 異動に伴う減 
保育所 ３２ ３３ １ 欠員補充 
民生 ２２ ２０ △２ 異動に伴う減 
衛生 １５ １２ △３ 課の統合及び欠員不補充 
農林水産 １３ １３    
観光商工 １１ １１   
土木 １１ １１   
小計 １６８ １６２ △６  

特別行政部門 消防 ３６ ３６   
教育 １１ １５ ４ 機構改革に伴う課の再編

及び業務強化に伴う増 
小計 ４７ ５１ ４  

公営企業等 
会 計 部 門 

水道 ７ ７   
国保･後期･介護・

再生エネルギー １９ １８ △１ 欠員不補充 

しおさい ３８ ３６ △２ 欠員不補充 
小計 ６４ ６１ △３  

合     計 ２７９ ２７４ △５  



第２章 職員の給与の状況 
 １ 総括 
 （１）人件費の状況 
   平成３０年度普通会計決算における人件費の状況は、次の表のとおりです。 
住民基本台帳人口 
 
平成３１年３月３１日 

歳出額

（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率 
（Ｂ／Ａ） 

平成２９年度 
の人件費率 

 
13,530 人 

 

千円 
10,113,348 

 

千円 
91,221 

千円 
1,857,936 

 

 
18.37％ 

 
17.95％ 

（注）人件費とは、職員の給与費・共済組合負担金・退職手当・特別職の報酬などです。 
   普通会計とは、水道、国保事業等の特別会計を除いたものです。 
 
（２）給与費の状況（普通会計）   

職員数（Ａ） 給   与   費 １人当たり給

与費（Ｂ／Ａ） 給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ） 
人 

215 
千円 

750,671 
千円 

100,600 
千円 

296,634 
千円 

1,147,905 
千円 

5,339 
（注）職員手当とは、扶養手当・住居手当・通勤手当などです。 
 
（３）一般行政職のラスパイレス指数の状況 

区    分 平成２５年度 平成３０年度 
本市ラスパイレス指数 105.5（参考値 97.5） 97.2 

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の地方公務員の給与水準

を示す指数です。 
   （参考値は国家公務員の時限的な給与改定特例法による措置がないとした場合の値です） 
２ 平均給料月額、初任給等の状況 
（１）平均給料月額及び平均年齢の状況 
   職員の代表的な職種の平均給料月額及び平均年齢は、次の表のとおりです。 

（平成３１年４月１日現在） 
職 種 平 均 給 料 月 額 平 均 年 齢 
一 般 行 政 職 298,200 円 40.7 歳 
技 能 職 297,000 円 48.5 歳 
※平成 31 年度給与実態調査による。 
 
（２）一般行政職の初任給 

区    分 
土佐清水市 国 

初任給 採用２年経過

後の給料 初任給 採用２年経過

後給料 

一般行政職 大学卒 171,700 円 187,200 円 182,200 円 194,000 円 
高校卒 150,600 円 158,300 円 150,600 円 158,300 円 

※平成 31 年人事院勧告後 
 
（３）経験年数・学歴別平均給料月額の状況 

 経   験   年   数 
５～７年 １０～１５年 ２０～２５年 

一般行政職 大学卒 215,200 円 259,700 円 357,600 円 
高校卒 183,700 円     214,800 円    339,700 円 

※平成 31 年度給与実態調査による。 
 
 
 



（４）一般行政職の級別職員数の状況（平成３１年４月１日現在） 
   級別職務分類表 

職務の級 基準となる職務 合  計  
１級 定型的な業務を行う職務 １８人 12.8％ 
２級 知識または経験を必要とする

業務を行う職務 
 

２２人 
 

15.6％ 
３級 高度な知識と経験を必要とす

る業務を行う職務 
 

１９人 
 

13.4％ 
４級 係長の職務、困難な業務を行う

職務 
 

４２人 
 

29.8％ 
５級 課長補佐の職務 ２２人 15.6％ 
６級 会計管理者または課長の職務 １８人 12.8％ 

      合   計 １４１人 100.0％ 
 
３ 職員手当の状況 
（１）期末・勤勉手当 
  期末・勤勉手当は、国家公務員と同様、年２回に分けて支給されています。 
区分 土佐清水市 国 

 
 
期末・勤

勉手当 
 
 
 
 

（平成 3１年度支給割合） 
     期末手当   勤勉手当 
6 月期  1.30 月分  0.925 月分 

 
12 月期  1.30 月分  0.975 月分 
 
計    2.6 月分    1.9 月分 

平成 3１年度支給割合） 
     期末手当   勤勉手当 
6 月期  1.30 月分  0.925 月分 

 
12 月期  1.30 月分  0.975 月分 
 
計    2.6 月分    1.9 月分 
 

（２）退職手当（平成３１年度） 
  退職手当は、職員が退職する場合に、勤務した年数及び退職の理由に応じて支給さ 

れています 
区分 土佐清水市 国 

 
 
退職手当 
 
 
 

（支給率）   自己都合  勧奨・定年 
 
勤続 20 年 19.6695 月分  24.586875 月分 
勤続 25 年  28.0395 月分  33.27075 月分 
勤続 35 年 39.7575 月分    47.709 月分 
最高限度額  47.709 月分    47.709 月分 
     

（支給率）   自己都合  勧奨・定年 
 
勤続 20 年 19.6695 月分  24.586875 月分 
勤続 25 年 28.0395 月分  33.27075 月分 
勤続 35 年 39.7575 月分    47.709 月分  
最高限度額  47.709 月分   47.709 月分 

 （３）特殊勤務手当 
区 分 全 職 種 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成３０年度） １７．２％ 
支給総額（平成３０年度決算） ２，５００千円 
手当の種類（手当数） ８ 

 
 
 

手 当 の 名 称 
 

行旅病人同死亡人取扱手当 
防疫衛生手当 
労務手当 
小動物死体処理従事手当 
夜間特殊業務手当 
救急出動手当 
火災出動手当 
潜水手当 

 



（４）時間外勤務手当 
  定められた勤務時間以外の時間に勤務した職員に支給されています。 

（普通会計分） 
区 分 平 成 ２ ９ 年 度 平 成 ３ ０ 年 度 
支 給 総 額 ２７，１１５千円 ２３，８２０千円 

 
（５）扶養手当、住居手当、通勤手当 
  扶養手当は、扶養親族のある職員に支給されています。 
  住居手当は、住宅を借り受け、家賃を支払っている職員などに支給されています 
  通勤手当は、通勤のため交通機関を利用し、運賃を負担している職員などに支給されています。 

区分 市の制度の内容 国の制度との異同 国の制度と異なる内容 
 
 
 
 
扶養 
手当 

 
配偶者          6,500 円 
子           10,000 円 
父母等         6,500 円 
 
満 16 歳の年度始めから満 22 歳の年

度末までの子１人につき 
           5,000円加算 
 

 
 
 
 
 

同じ 

 

 
住居 
手当 

 
１ 借家・借間居住者 
   基礎控除額    12,000 円 
   最高支給限度額  27,000 円 
 

 
 

同じ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
通勤 
手当 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 交通機関等利用者 
  定期券又は回数券等による運賃 
  等相当額 
   支給限度額１箇月当たり 
            45,000 円 
 
 
２ 交通用具使用者 
  3,500 円（片道 2km 以上 3km

未満）から最高 23,300 円(20km
以上) 

         

 
 
 
 
  
 
 

異なる 

 
１ 交通機関等利用者 
  定期券又は回数券等

による運賃相当額 
支給限度額１箇月当たり 
        55,000 円 
 
 
２ 交通用具使用者 
  2,000 円（片道 2km

以上 5km 未満）から

最高 31,600 円(60km
以上) 

 
 
 
 
第３章 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 
１ 勤務時間 
（１） 勤務時間 

職員の勤務時間については、条例及び規則により、休憩時間を除き、４週間を超えない期間

につき１週間あたり３８．７５時間としており、公務の運営上の事情により特別の形態によ

り勤務する必要のある職員を除き、その勤務時間は月曜日から金曜日までの５日間において、

１日につき７時間４５分としています。 
 また、一般的な職員の勤務時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとなっており、

休憩時間は、正午から午後１時までとなっています。 



 
（２） 週休日及び休日 

週休日とは、勤務時間を割り振らない日をいい、原則として毎週日曜日及び土曜日が週休日

となっています。休日とは、正規の勤務時間において勤務を要しない日をいい、国民の祝日

に関する法律に規定する休日又は年末年始の休日（１２月２９日から１月３日までの日）を

いいます。 
２ 休暇の種類 
  職員の休暇には、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇があります。 
（１） 年次有給休暇 

年次有給休暇は、一年ごとに付与する休暇で、その日数は一年において２０日となっており、

１日又は時間単位で取得することができます。 
また、年次有給休暇は当該年の翌年に２０日を超えない範囲で残日数を繰越することができ

ます。 
 
（２） 病気休暇 

職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認め

られる場合の休暇です。 
 
（３）特別休暇 

災害その他の特別な事由により、職員が勤務しないことが相当である場合の休暇で、次の表

のとおりです。 
場 合 期 間 

１ 職員が選挙権その他公民としての権利を行使

する場合で、その勤務しないことがやむを得ない

と認められるとき 

必要と認められる期間 

２ 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等とし

て国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公

署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむ

を得ないと認められるとき 

必要と認められる期間 

３ 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者

としてその登録を実施する者に対して登録の申出

を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及

び兄弟姉妹以外の者に骨髄を提供する場合で、当

該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため

勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 

必要と認められる期間 

４ 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に

掲げる社会に貢献する活動（専ら親族に対する支

援となる活動を除く。）を行う場合で、その勤務し

ないことが相当であると認めら得るとき 
（１）地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災

害が発生した被災地又はその周辺地域における生

活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 
（２）身体障害者療護施設、特別養護老人ホーム

その他の主として身体上若しくは精神上の障害が

ある者又は負傷し、若しくは疾病にかかわった者

に対して必要な措置を講ずることを目的とする施

設であって市長が定めるものにおける活動 
（３）前２号に掲げる活動のほか、身体上若しく

は精神上の障害、負傷又は疾病により常態として

日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の

日常生活を支援する活動 

１年につき５日の範囲内の期間 



５ 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他

結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務し

ないことが相当であると認められるとき 

婚姻届提出の日の７日前の日から当該婚姻

届提出の日後６月を経過する日までの期間

内における連続する７日の範囲内の期間 
６ ８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週

間）以内に出産する予定である女子職員が申し出

た場合 

出産の日までの申し出た期間 

７ 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を経過する日ま

での期間（産後６週間を経過した女子職員が

就業を申し出た場合において医師が支障が

ないと認めた業務に就く期間を除く。） 
８ 生後１年３月に達しない子を育てる職員が、

その子の保育のために必要と認められる授乳等を

行う場合 
 
 
 
 

１日２回それぞれ 45分以内（双子の場合は

60分以内）の期間（男子職員にあっては，そ

の子の当該職員以外の親（当該子について民

法（明治 29年法律第 89号）第 817条の２第

１項の規定により特別養子縁組の成立につ

いて家庭裁判所に請求した者（当該請求に係

る家事審判事件が裁判所に係属している場

合に限る。）であって当該子を現に監護する

もの又は児童福祉法第 27条第１項第３号の

規定により当該子を委託されている養子縁

組里親である者若しくは養育里親である者

（同条第４項に規定する者の意に反するた

め，同項の規定により，養子縁組里親として

委託することができない者に限る。）を含

む。）が当該職員がこの項の休暇を使用しよ

うとする日におけるこの項の休暇（これに相

当する休暇を含む。）を承認され，又は労働

基準法（昭和 22年法律第 49号）第 67条の

規定により同日における育児時間を請求し

た場合は，１日２回それぞれ 45分から当該

承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し

引いた期間を超えない期間） 
９ 職員の妻（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。）が出産する場合で、

職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付

き添い等のため勤務しないことが相当であると認

められるとき 

職員の妻が出産するため病院に入院する等

の日から当該出産の日後２週間を経過する

日までの期間内における３日の範囲内の期

間 

10 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、

服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる

行事等のため勤務しないことが相当であると認め

られるとき 

親族に応じた連続する日数（葬儀のために遠

隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日

数を加えた日数）の範囲内の期間 

11 職員が父母の追悼のための特別な行事（父母

の死亡後１５年以内に行われるものに限る。）のた

め勤務しないことが相当であると認められる場合 

１日の範囲内の期間 

12 地震、水害、火災その他の災害により職員の

現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当

該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当

であると認められるとき 

７日の範囲内の期間 

13 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関

の事故等により出勤することが著しく困難である

と認められる期間 

必要と認められる期間 
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14 地震、水害、火災その他の災害時において、

職員が退勤途上における身体の危険を回避するた

め勤務しないことがやむを得ないと認められる場

合 

必要と認められる期間 

15 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第４２条の規定によりあらかじめ計画された能率

増進計画の実施 

計画の実施に伴い必要と認める期間 

16 女子職員の生理（生理日において勤務をする

ことが著しく困難である者が請求した場合） 
 

必要と認められる期間。ただし、１日を超え

るときは、その超える期間については、第１

４条第１項第２号の規定による 

 
17 妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指

導（妊娠中の女子職員及び産後１年を経過しない

女子職員が母子保健法（昭和４０年法律第１４１

号）第１０条及び第１３条に規定する保健指導又

は健康診査を受ける場合） 
 
 
 
 

妊娠満２３週までは４週間に１回、妊娠満２

４週から満３５週までは２週簡に１回、妊娠

満３６週から出産までは１週間に１回、産後

１年まではその間に１回（医師等の特別の指

示があった場合には、いずれの期間について

もその指示された回数）について、それぞれ、

１日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と

認められる時間 

18 妊娠中の女子職員の通勤緩和（妊娠中の女子

職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母

体又は胎児の健康保持に影響があると認めると

き。） 

正規の勤務時間の初め又は終わりにおいて、

１日を通じて１時間を超えない範囲内でそ

れぞれ必要とされる時間 

19 妊娠障害（妊娠中の女子職員が妊娠障害のた

め勤務することが著しく困難である場合） 
妊娠の期間中７日を超えない範囲内でその

都度必要と認める日又は時間 
20 家族の看護（小学校就学の始期に達するまで

の子に看護（負傷し，若しくは疾病にかかったそ

の子の世話又は疾病の予防を図るために必要なも

のとしてその子に予防接種又は健康診断を受けさ

せることをいう）が必要と認められるとき） 

1 の年につき 5 日（その養育する小学校就学

の始期に達するまでの子が 2 人以上の場合に

あっては，10 日）を超えない範囲内でその都

度必要と認める日又は時間 

21 家族の看護（職員の配偶者及び小学生以上中

学生以下の子並びに父母及び配偶者の父母が負傷

又は疾病等の事由により看護が必要と認められる

とき） 

 1 の年につき 5 日を超えない範囲内でその

都度必要と認める日又は時間 

 
（４）介護休暇 

職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母などで、負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間

にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると

認められる場合の休暇です。（介護休暇の取得期間は、給与を減額します。）取得できる期間は

６箇月以内となっています。 
 
（５）組合休暇 
   職員が任命権者の許可を得て、正規の勤務時間中に給与の支給を受けずに登録された職員団体

の業務に従事する場合の休暇です。１年において３０日を超えない範囲で、１日又は１時間単

位で取得する事ができます。 
 
３ 育児休業等 
（１）育児休業 
   職員は、任命権者の許可を受けて、職員の３歳に満たない子を養育するため、その子が３歳に

達する日まで、育児休業をすることができます。 



 
（２）部分休業 

職員は、任命権者の承認を受けて、職員の「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育する

ため、（その子が３歳に達する日まで）１日の勤務時間の始め又は終わりにおいて１日を通じ

て２時間を超えない範囲で部分休業をすることができます。 
 
第４章 職員の服務の状況 
１ 年次有給休暇の取得状況 
  平成３０年の職員の年次有給休暇の取得状況は平均１０日となっています。 
 
２ 育児休業・介護休暇の取得状況 
（１） 育児休業 
平成３０年度中に新たに育児休業を取得した職員の取得状況は次のとおりです。 （単位：人） 

区分 育児休業

取 得 者 数 

育児休業承認期間 

３月以下 ３月超え 
６月以下 

６月超え 
１年以下 

１年超え

１年６月

以下 

１年６月

超え２年

以下 

２年超え

２年６月

以下 

２年６月

超え 

男性職員 －        

女性職員 ３   ２ １    

計 ３   ２ １    

 
（２） 介護休暇 
平成３０年度の職員の介護休暇取得状況は次のとおりです。         （単位：人） 

区分 介護休暇

取得者数 

要介護者数（職員との続柄別） 

配偶者 父母 子 配偶者の

父母 祖父母 兄弟姉妹 孫 

男性職員         

女性職員         

計         

 

区分 介護休暇

取得者数 

介護休暇の期間 

１月以下 １月超え

２月以下 
２月超え

３月以下 
３月超え

４月以下 
４月超え

５月以下 ５月超え 

男性職員        

女性職員        

計        

 
 
５章 職員の分限及び懲戒処分の状況 
１ 分限処分 
  分限処分とは、一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処

分をいい、その処分としては休職、降任、免職等があります。 
 
２ 懲戒処分 
  懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律



と秩序を維持することを目的とする処分をいい、その処分として、戒告、減給、停職、免職があ

ります。 
 
（１） 平成３０年度の懲戒処分の状況 

処分の事由 
 
 
 
処分の種類 

戒告 減給 停職 免職 合計 

法令に反した者     － 

職務上の義務に

違反し又は職務

を怠った者 
    － 

全体の奉仕者た

るにふさわしく

ない非行のあっ

た者 
    － 

合  計 － － － － － 

 
 
第６章 職員の研修の状況 
１ 研修は、職員が現在ついている職及び将来つくことが予想される職位の職務と責任の遂行に必要

な知識技能を習得させ、職員の資質の向上と勤務能率の発揮及び増進を図ることを目的として実施し

ています。 
 
○平成３０年度にこうち人づくり広域連合及び市独自で実施した研修の受講実績 

研修名称 対象者 研修のねらい・内容 受講者数 

新採用職員研修 新採用職員 
地方公務員として必要な基礎知

識を習得するとともに、公務員

としての自覚を持つ。 
１１名 

係長研修 新任係長 
新任係長として必要な知識及び

部下の指導と育成の能力を習得

する。 
４名 

課長補佐研修 新任課長補佐 
課長補佐として管理者の役割と

人材育成を理解し、必要な知識、

役割を習得する。 
３名 

課長研修 新任課長 
課長の職務を自覚し、管理者と

して必要な知識、役割を習得す

る。 
６名 

採用２年目研修 勤務年数２年目の職

員 

２年目職員として必要な知識、

創造力・業務改善能力を習得す

る。 
５名 

採用５年目研修 勤務年数５年目の職

員 

５年目職員として必要な知識、

創造力・業務改善能力を習得す

る。 
３名 

採用１０年目研修 勤務年数１０年目の

職員 

１０年目職員として必要な知

識、創造力・業務改善能力を習

得する。 
２名 



採用１５年目研修 勤務年数１５年目の

職員 

１５年目職員として必要な知

識、創造力・業務改善能力を習

得する。 
１名 

基本研修 該当職員 職務経験年数からの視点で基本

的な部分を理解する。 １０名 

クレーム研修 全職員 クレームへの対応を学ぶ。 １名 

行財政問題研究研修 全職員 

国の動きから地方財政制度の仕

組み、現在の自治体財政を取り

巻く課題について学ぶ。 

１名 

起案文書作成基礎研

修 全職員 起案文書の本質について学ぶ。 ６名 

トップセミナー 該当職員 

活力ある地域社会の構築を目指

し、自治体形経営に係る経営戦

略、社会経済情勢、地方行財政

制度等について理解を深める。 

３名 

住民満足度アップの

ための接遇研修 全職員 

住民との信頼関係を構築し、住

民満足度を高めるための接遇

スキルを習得する。 

１名 

チーム向上研修 １２年目以下の職員 
組織で仕事を進めていくために

チーム力を身につけ、職場の活

性化を目指す。 
５１名 

 
決算書の見方研修

   
全職員 決算書の見方を身につける。 １名 

人 事 評 価 研 修  

（年２回） 全職員 人事評価制度の概要及び目標設

定の仕方と評価について学ぶ。 
４９２名 

（延べ人数） 

ハラスメント防止研

修 係長以上の職員 
ハラスメントとは何かを学ぶ、

職場でのハラスメント防止する

ための対処法を身につける。 
８９名 

政策研究共同研修 全職員 チームで地域課題テーマとした

政策研究を行う。 １名 

自治体の自律的な財

政運営研修 担当者 

地方財政・税制等における最新

の動向を読み解き、自律的で健

全な財政運営に取り組む能力を

養成する。 

１名 

固定資産課税研修 担当者 
 
固定資産（家屋）の課税方法に

ついて学ぶ。 
１名 

問題ある職員への法

的対策と分限のポイ

ント 
担当者 問題ある職員への法的対策と分

限についての対応策を学ぶ。 １名 

 
２ 勤務成績の状況 
 
○能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るため、評価結果（勤務実績）を勤勉手当に反映する。 
 
第７章 職員の福祉について 
 職員の安全と健康を確保し、快適な環境を形成するために、労働安全対策を行う体制を整備してい



ます。また、各種健康診断を実施し職員の健康管理を実施しています。実施状況については次のとお

りです。 
 
１ 健康診断の実施（平成３０年度） 

①定期健康診断 
②特殊健康診断 
③人間ドック 

 
２ 互助会制度（平成３０年度） 
  会員数・・・ ２９２名 

①市の負担金支出額・・・ ５，７６２千円（公費負担率５０％） 
②会員掛け金額  ・・・ ５，７６２千円 
③市費の補助対象となる主な事業・・・各種祝金、弔慰金、災害見舞金、医療費補助 

 
※互助会とは、(財)高知県市町村互助会のことで、高知県内の市町村等で働く職員がお互いに助け合う

ことにより、福祉の増進や生活の向上を図り、もって地方自治に関する意識の向上と市町村行政の円滑

かつ能率的な運営に寄与することを目的としております。 
    

３ 公務災害の認定状況（平成３０年度） 
① 発生件数・・・ １件 

 
※公務中又は通勤途中に災害に遭い、公務災害又は通勤災害と認定されたときは、地方公務員災害補償

制度によって治療費等が補償されます。 
 
第８章 職員の利益の保護について 
１ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の審査・判定を公平委員 
会に委託しております。平成３０年度は 0 件でした。 

 
２ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

・職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する採決又は決定を公平委員 
会に委託しております。平成３０年度は０件でした。 


